
 

 

社会
しゃかい

福祉
ふくし

法人
ほうじん

 京都
きょうと

基督
きりすと

教
きょう

福祉会
ふくしかい

 

 

 デイセンター
で い せ ん た ー

 ひまわり  

 

 

重 要
じゅうよう

事項
じこう

説 明 書
せつめいしょ

 

 

   当事業所
とうじぎょうしょ

は、ご契約者
けいやくしゃ

様
さま

に対
たい

して障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基
もと

づく障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サー
さ ー

ビス
び す

を提
てい

供
きょう

します。デイセンター
で い せ ん た ー

ひまわりの概要
がいよう

や提
てい

供
きょう

されるサービス
さ ー び す

の内
ない

容
よう

契約上
けいやくじょう

ご注意
ごちゅうい

いただきたいこ

とを次
つぎ

の通り
とおり

ご説明
ごせつめい

いたします。 
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設備
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の概要
がいよう

 

６．職 員
しょくいん

の配置
はいち

状 況
じょうきょう

 

７．当事業所
とうじぎょうしょ

が提 供
ていきょう

するサービス
さ ー び す

と利用
りよう

料 金
りょうきん

 

８．作業
さぎょう

収 益
しゅうえき

について 

９．緊 急
きんきゅう

時
じ

などの対応
たいおう

 

10．虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

について 

       11．身体
しんたい

拘束
こうそく

について 

       12．苦情
くじょう

の受付
うけつけ

について 

  13． 協 力
きょうりょく

医療
いりょう

機関
きかん

 

 

 

 

               



                                                       

 

－１－ 

 

 

 

 

 

１．事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の概要
がいよう

                                                     

名
めい

  称
しょう

 社会
しゃかい

福祉
ふくし

法人
ほうじん

 京都
きょうと

基督
きりすと

教
きょう

福祉会
ふくしかい

  

所
しょ

 在
ざい

 地
ち

 京都市
きょうとし

西京区
にしきょうく

樫 原
かたぎはら

百々 ヶ池
どどがいけ

３番地
３ばんち

  

電
でん

話
わ

番
ばん

号
ごう

 075-382-0011  

代表者
だいひょうしゃ

氏名
し め い

 理事長
りじちょう

   中江
な か え

 潤
じゅん

  

設立
せつりつ

年月日
ね ん が っ ぴ

 1970 年
ねん

 （ 昭和
しょうわ

45年
ねん

 ） 11 月
がつ

 18 日
び

  

 

２．利用
りよう

施設
しせつ

の事業
じぎょう

目的
もくてき

と運営
うんえい

方針
ほうしん

 

事業
じぎょう

指定
してい

 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

 指定
してい

生活
せいかつ

介護
かいご

  

   事業所
じぎょうしょ

番号
ばんごう

 2614000244  

事業
じぎょう

の目的
もくてき

 主
おも

に知的
ちてき

障 害
しょうがい

のある利用者
りようしゃ

様
さま

に対
たい

し、自立
じりつ

した日 常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を 営
いとな

むことができるよう、排泄
はいせつ

又
また

は食事
しょくじ

の介護
かいご

 

生産
せいさん

活動
かつどう

の機会
きかい

及
およ

び創作
そうさく

活動
かつどう

の提 供
ていきょう

を 行
おこな

う等
とう

、適切
てきせつ

な

指定
してい

生活
せいかつ

介護
かいご

の提 供
ていきょう

を図
はか

ることを目
もく

的
てき

とする。 

 

事業所
じぎょうしょ

の名 称
めいしょう

 デイセンター
でいせんたー

 ひまわり  

事業所
じぎょうしょ

の所在地
しょざいち

 京都市
きょうとし

西京区
にしきょうく

樫 原
かたぎはら

百々ヶ池
ど ど が い け

23
２３

番地
ばんち

  

電話番号
でんわばんごう

 

ファックス
ふ ぁ っ く す

番号
ばんごう

 

電話
でんわ

     ０７5-３９３-２４８２ 

フアックス
ふ あ っ く す

    075-323-7366 

 

管理者
か ん り し ゃ

 吉浦
よしうら

 里沙
り さ

  

事業所
じぎょうしょ

の運営
うんえい

方針
ほうしん

 障 害
しょうがい

が重
おも

くとも、利用者
りようしゃ

様
さま

が地域
ちいき

社会
しゃかい

において充 実
じゅうじつ

した生活
せいかつ

を 営
いとな

み、自立
じりつ

が図
はか

れるよう、利用者
りようしゃ

様
さま

の意思
い し

及
およ

び人格
じんかく

を尊 重
そんちょう

し、常
つね

に利用者
りようしゃ

様
さま

の立場
たちば

に立
た

ったサー
さ ー

ビス
び す

の提 供
ていきょう

に努
つと

める。 

 

開
かい

 設
もう

 年
ねん

 月
げつ

 日
び

 2000 年
ねん

 （ 平成
へいせい

12年
ねん

 ） ４月
がつ

 １日
び

  

利
り

 用
よう

 定
てい

 員
いん

 ２０人
にん

  

 

3．第三者
だいさんしゃ

評価
ひょうか

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

 

実施
じっし

の有無
う む

 有
あり

 ・ 無
なし

 

実施
じっし

年月日
ねんがっぴ

 2022年
ねん

２月
がつ

18日
にち

 

実施
じっし

した評価
ひょうか

機関
きかん

の名 称
めいしょう

 一般
いっぱん

財団
ざいだん

法人
ほうじん

 社会的
しゃかいてき

認 証
にんしょう

開発
かいはつ

推進
すいしん

機構
きこう

 

開示
か い じ

状況
じょうきょう

 http://kyoto-hyoka.jp 

 

 



                                                       

 

－２－ 

 

 

 

 

4．事業
じぎょう

実施
じっし

区域
くいき

及
およ

びサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

時間
じかん

 

（１）事業
じぎょう

実施
じっし

区域
くいき

 

   利用
りよう

対象者
たいしょうしゃ

様
さま

の居 住
きょじゅう

範囲
はんい

は、原則
げんそく

として西京区
にしきょうく

、右京区
うきょうく

（京北
けいほく

地域
ちいき

を除
のぞ

く）する。 

このうち、送迎
そうげい

の実施
じっし

地域
ちいき

は、西京区
にしきょうく

及
およ

び右京区
うきょうく

四条
しじょう

通
とお

り以南
いなん

の範囲
はんい

とする。 

（２）サービス
さーびす

提 供
ていきょう

日
び

及
およ

びサービス
さーびす

提 供
ていきょう

時間
じかん

                                        

サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

日
び

 月曜日
げつようび

から金曜日
きんようび

(祝 日
しゅくじつ

・年末
ねんまつ

年始
ねんし

等
とう

を除
のぞ

く) その他

事業所
じぎょうしょ

が指定
してい

する日
ひ

。 

 サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

時間
じかん

 午前
ごぜん

9時
じ

30分
ふん

から午後
ご ご

3時
じ

40分
ふん

まで 

相談
そうだん

受付
うけつけ

時間
じかん

 午前
ごぜん

8時
じ

15分
ふん

から午後
ご ご

5時
じ

15分
ふん

まで 

 

5．事業所
じぎょうしょ

設備
せつび

の概要
がいよう

 

・児童
じどう

発達
はったつ

支援
しえん

センター
せ ん た ー

「洛
らく

西愛育
さいあいいく

園
えん

」２階
かい

建
だ

て建
たて

物
もの

の２階
かい

部
ぶ

分
ふん

に併設
へいせつ

 

・事業所
じぎょうしょ

設備
せつび

 

デイルーム
で い る ー む

 

食 堂
しょくどう

 

生活
せいかつ

訓練室
くんれんしつ

 

木工室
もっこうしつ

 

静養室
せいようしつ

 

相談
そうだん

室
しつ

(洛
らく

西愛育
さいあいいく

園
えん

と共 有
きょうゆう

) 

 

6．職 員
しょくいん

の配置
はいち

状 況
じょうきょう

 

  （職 員
しょくいん

の配置
はいち

状 況
じょうきょう

）       ※職 員
しょくいん

の配置
はいち

については指定
し て い

基準
きじゅん

を遵守
じゅんしゅ

しています。 

       職
しょく

   種
しゅ

 常
じょう

 勤
きん

 非常勤
ひじょうきん

           備
び

  考
こう

 

１．所
しょ

 長
ちょう

（管理者
かんりしゃ

） １名
めい

         

２．サービス
さーびす

管理
かんり

責任者
せきにんしゃ

 １名
めい

    

３．支
し

 援
えん

 員
いん

 8名
めい

  8名
めい

   

４．事
じ

 務
む

 員
いん

  １名
めい

   

５．医
い

 師
し

  １名
めい

 嘱
しょく

 託
たく

  

６. 看護師
か ん ご し

  １名
めい

  

 

 

 

 



                                                       

 

－３－ 

 

 

 

 

7．当
とう

事業所
じぎょうしょ

が提 供
ていきょう

するサービス
さ ー び す

と利用
りよう

料 金
りょうきん

 

■介護
かいご

給付費
きゅうふひ

の対 象
たいしょう

となるサービス
さ ー び す

の概要
がいよう

 

（１）日 常
にちじょう

生活
せいかつ

上
じょう

の支援
しえん

 

（２）身体
しんたい

機能
きのう

及
およ

び生活
せいかつ

能 力
のうりょく

向 上
こうじょう

のための援助
えんじょ

 

（３）排泄
はいせつ

及
およ

び食事
しょくじ

等
とう

の介護
かいご

 

（４）生産
せいさん

活動
かつどう

及
およ

び、創作
そうさく

活動
かつどう

の提 供
ていきょう

 

（５）生活
せいかつ

に関
かん

する相談
そうだん

及
およ

び助言
じょげん

 

 

  ※利用者
りようしゃ

様
さま

の希望
きぼう

や適性
てきせい

した作業
さぎょう

班
はん

(５～６名
めい

)に所属
しょぞく

し、作業
さぎょう

・創作
そうさく

・余暇
よ か

活動
かつどう

します。

集 団
しゅうだん

生活
せいかつ

の中
なか

にあっても、個々
こ こ

のニーズ
に ー ず

に基
もと

づく活動
かつどう

を保障
ほしょう

し 

障 害
しょうがい

特性
とくせい

を踏
ふ

まえた支援
しえん

を 行
おこな

います。 

     

■介護
かいご

給付
きゅうふ

費
ひ

について 

 障 害
しょうがい

程度
ていど

区
く

分
ふん

により、それぞれ利用者
りようしゃ

の方
かた

の単価
たんか

が決
き

められています。実際
じっさい

の単価
たんか

を計算
けいさん

するう 

えでは、国
くに

が定
さだ

めた地域
ちいき

特性
とくせい

配慮
はいりょ

があり、京都市
きょうとし

は「５級地
きゅうち

」ですので、単価
たんか

に５級地
きゅうち

単価
たんか

10.6

1を掛
か

けています。 

送迎
そうげい

にかかる費
ひ

用
よう

として送迎
そうげい

加算
かさん

があり、報 酬
ほうしゅう

として受 領
じゅりょう

しています。 

 介護
かいご

給付
きゅうふ

費
ひ

については、利用者
りようしゃ

様
さま

のご承 認
しょうにん

をいただき代理
だいり

受 領
じゅりょう

させていただいております。 

（別表あり） 

－利用
りよう

負担
ふたん

額
がく

の上 限
じょうげん

額
がく

について－ 

  サービス
さ ー び す

利用
りよう

時
じ

の利用者
りようしゃ

負担
ふたん

は、負担
ふたん

能 力
のうりょく

に応
おう

じた負担
ふたん

（応
おう

能
のう

負担
ふたん

）となっています。 

利用者
りようしゃ

様
さま

の世帯
せたい

における所得
しょとく

に応
おう

じて負担
ふたん

上 限
じょうげん

月
げつ

額
がく

が設定
せってい

され、上 限
じょうげん

月
げつ

額
がく

に至
いた

るまでは 

１割
わり

を負担
ふたん

していただきます。 

  注
ちゅう

 所得
しょとく

を判断
はんだん

するときの世帯
せたい

の範囲
はんい

は、１８歳
さい

以上
いじょう

の障 害
しょうがい

のある方
かた

の場合
ばあい

は、ご本人
ほんにん

とそ

の配偶者
はいぐうしゃ

となります。 

 

  所得
しょとく

階
かい

層
そう

区
く

分
ぶん

 上 限
じょうげん

月
げつ

額
がく

 

生活
せいかつ

保護
ほ ご

 受 給
じゅきゅう

 世帯
せたい

 ０円
えん

 

市民
しみん

税
ぜい

 非
ひ

課
か

税
ぜい

 世帯
せたい

 ０円
えん

 

市民
しみん

税
ぜい

  

課
か

税
ぜい

世帯
せたい

 

所得
しょとく

割
わり

 16万
まん

円
えん

未満
みまん

 9,300円
えん

 

所得
しょとく

割
わり

 16万
まん

円
えん

以上
いじょう

 37,200円
えん

 

  

 ※それぞれの利用者
りようしゃ

様
さま

の上 限
じょうげん

額
がく

は、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

受給者証
じゅきゅうしゃしょう

に記載
き さ い

されています。 



                                                       

 

－４－ 

 

 

 

 

■介護
かいご

給付
きゅうふ

費
ひ

の対 象
たいしょう

外となるサービス
さ ー び す

 

下記
か き

に示
しめ

す費用
ひよう

は介護
かいご

給付
きゅうふ

費
ひ

以外
いがい

となるため、全
ぜん

額
がく

自己
じ こ

負担
ふたん

となります。事前
じぜん

に内容
ないよう

及
およ

び費
ひ

用
よう

 

の額
がく

を説明
せつめい

した上
うえ

で、サービス
さ ー び す

の提 供
ていきょう

をご希望
きぼう

される場合
ばあい

には、その料 金
りょうきん

をお支払
しはら

いいただきま 

す。 

 ・食事
しょくじ

提 供
ていきょう

にかかる費
ひ

用
よう

(弁
べん

当
とう

1 食
しょく

400円
えん

) 

    ・創作
そうさく

活動
かつどう

に要
よう

する材 料
ざいりょう

費
ひ

等
とう

 

    ・行事
ぎょうじ

参加
さんか

に 伴
ともな

い必要
ひつよう

とする経費
けいひ

 

    ・その他、利用者
りようしゃ

個人
こじん

に帰属
きぞく

することになる物品
ぶっぴん

の購 入
こうにゅう

費
ひ

等
とう

、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

が適
てき

当
とう

と認
みと

められ

るものの費
ひ

用
よう

 

 

■利用
りよう

料 金
りょうきん

のお支払
しはら

い方法
ほうほう

 

 料 金
りょうきん

は１か月
げつ

ごとに計算
けいさん

し、ご請 求
せいきゅう

しますので翌
よく

月
げつ

お支払
しはら

い下
くだ

さい。ただし、費
ひ

用
よう

によっては、

サービス
さ ー び す

利用
りよう

終 了
しゅうりょう

時
じ

にその都度
つ ど

お支払
しはら

い下
くだ

さい。 

 

■利用
りよう

の中止
ちゅうし

 (欠席
けっせき

) 

   （１）体 調
たいちょう

不良
ふりょう

等
とう

で当
とう

日
び

お休みのご連絡
れんらく

をいただく場合
ばあい

は、午前
ごぜん

８時
じ

３０分
ふん

までにお願いしま

す｡なお当
とう

日
び

連絡
れんらく

の場合
ばあい

、午前
ごぜん

８時
じ

３０分
ふん

以降
いこう

のご連絡
れんらく

になりますと 昼
ちゅう

食費
しょくひ

をお支払
しはら

い

いただきます。 

   （２）事業所
じぎょうしょ

収 入 減
しゅうにゅうげん

緩和
かんわ

の制度
せいど

として「欠席
けっせき

加算
かさん

」があります。これは、ひと月
げつ

の欠席
けっせき

のうち、

４日間
かかん

だけは補填
ほてん

する加算
かさん

です。 

  

8．作業
さぎょう

収 益
しゅうえき

について 

  作業
さぎょう

収 益
しゅうえき

は、作業
さぎょう

活動
かつどう

の 収 入
しゅうにゅう

から作業
さぎょう

活動
かつどう

に必
ひつ

要
よう

な経
けい

費
ひ

を控除
こうじょ

した額
がく

を、作業
さぎょう

活動
かつどう

に従事
じゅうじ

された利用者
りようしゃ

様
さま

に工賃
こうちん

としてお支払
しはら

いします。工賃
こうちん

の額
がく

は、通
つう

所
しょ

日
び

の作業
さぎょう

活動
かつどう

従事
じゅうじ

回数
かいすう

により決定
けってい

し、作業
さぎょう

能 力
のうりょく

や経験
けいけん

年数
ねんすう

、作業
さぎょう

班
はん

の違
ちが

い等
とう

により格差
かくさ

を設
もう

けないものとしま

す。工賃
こうちん

の支払
しはら

いは、７月
がつ

、１０月
がつ

、１月
がつ

、４月
がつ

にそれ以前
いぜん

の３か月
げつ

分
ふん

を現金
げんきん

にてお支払
しはら

いし

ます。(銀行
ぎんこう

振込み
ふ り こ み

をご希望
きぼう

の方
かた

は工賃
こうちん

から所定
しょてい

の振込み
ふ り こ み

手数料
てすうりょう

を差し
さ し

引いた
ひ い た

額
がく

をお支払
しはら

いし

ます。) 

  また、年度
ねんど

始め
はじめ

に前
ぜん

年度
ねんど

分
ふん

の作業
さぎょう

収 益
しゅうえき

に係る
かかる

会計
かいけい

報告書
ほうこくしょ

を作成
さくせい

し報告
ほうこく

します。 

 

9．緊 急
きんきゅう

時
じ

などの対
たい

応
おう

 

（１）サービス
さ ー び す

の提 供
ていきょう

により、利用者
りようしゃ

様
さま

に事故
じ こ

が発生
はっせい

した場合
ばあい

には、 予
あらかじ

め決
き

められた緊 急
きんきゅう

時
じ

対
たい

応
おう

マニュアルにより緊 急
きんきゅう

措置
そ ち

を実施
じっし

し、速
すみ

やかに利用者
りようしゃ

様
さま

のご家族
かぞく

に連絡
れんらく

します。 



                                                       

 

－５－ 

 

 

 

 

 

（２）利用者
りようしゃ

様
さま

に、健康上
けんこうじょう

の急 変
きゅうへん

が 生
しょう

じた場合
ばあい

、速
すみ

やかに主治医
し ゅ じ い

への連絡
れんらく

を 行
おこな

います。

主治医
し ゅ じ い

への連絡
れんらく

等
とう

が困難
こんなん

な場合
ばあい

は、 協 力
きょうりょく

医療機
いりょうき

関
かん

に指定
してい

している洛
らく

西
さい

ニュータウン
に ゅ ー た う ん

病 院
びょういん

又
また

は近
きん

隣
りん

医療機
いりょうき

関
かん

に緊 急
きんきゅう

受診
じゅしん

をすると共
とも

に、利用者
りようしゃ

様
さま

のご家族
かぞく

に連絡
れんらく

します｡ 

（３）損害
そんがい

賠 償
ばいしょう

保険
ほけん

への加入
かにゅう

 

下記
か き

の損害
そんがい

賠 償
ばいしょう

保険
ほけん

に加入
かにゅう

しています。 

保険
ほけん

会社
がいしゃ

名
めい

 三井
みつい

住友
すみとも

海 上
かいじょう

火災
かさい

保険
ほけん

会社
がいしゃ

 

保
ほ

 険
けん

 名
めい

 社会
しゃかい

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

総合
そうごう

補償
ほしょう

制度
せいど

まごころワイド
わ い ど

 

補償
ほしょう

の概要
がいよう

 賠 償
ばいしょう

責任
せきにん

補償
ほしょう

制度
せいど

、 傷 害
しょうがい

見舞
みまい

金
きん

補償
ほしょう

制度
せいど

、死亡
しぼう

・後遺
こうい

障 害
しょうがい

見舞
みまい

金
きん

入 院
にゅういん

保険
ほけん

、通院
つういん

保険
ほけん

 

※センター
せ ん た ー

として上記
じょうき

の保険
ほけん

に加入
かにゅう

していますが、地域
ちいき

で安心
あんしん

して暮
く

らすに各
かく

御家庭
ご か て い

で個人
こじん

賠 償
ばいしょう

保険
ほけん

にお入
はい

りになることをお勧
すす

め致
いた

します。 

 

10．虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

について 

  事業所
じぎょうしょ

は、利用者
りようしゃ

様
さま

の人権
じんけん

の擁護
ようご

・虐 待
ぎゃくたい

の防止
ぼうし

等
とう

のために、次
つぎ

に掲
かか

げるとおり必要
ひつよう

な措置
そ ち

を 

講
こう

じます。 

(1) 虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

に関
かん

する責任者
せきにんしゃ

を選任
せんにん

しています。 

虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

に関
かん

する責任者
せきにんしゃ

 デイセンター
で い せ ん た ー

ひまわり所 長
しょちょう

 

(２)成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せいど

の利用
りよう

を支援
しえん

します。 

(３)虐 待
ぎゃくたい

等
とう

に関
かん

する苦情
くじょう

解決
かいけつ

体制
たいせい

を整備
せいび

しています。 

(４)職 員
しょくいん

に対
たい

する虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

を啓発
けいはつ

・普及
ふきゅう

するための研 修
けんしゅう

を実施
じっし

しています。 

 

11．身体
しんたい

拘束
こうそく

について 

 事業所
じぎょうしょ

は、原則
げんそく

として利用者
りようしゃ

様
さま

に対
たい

して身体
しんたい

拘束
こうそく

を 行
おこな

いません。ただし、自傷
じしょう

・他害
たがい

等
とう

のおそ 

れがある場合
ばあい

など、利用
りよう

者
しゃ

様
さま

本人
ほんにん

又
また

は他人
たにん

の生命
せいめい

・身体
しんたい

に対
たい

して危険
きけん

が及
およ

ぶことが 考
かんが

えられる 

ときは、利用者
りようしゃ

様
さま

又
また

はご家族
かぞく

様
さま

等
とう

に説明
せつめい

のうえ同意
どうい

を得
え

て、次
つぎ

に掲
かか

げることに留意
りゅうい

して必要
ひつよう

 

最小限
さいしょうげん

の範囲内
はんいない

で 行
おこな

うことがあります。 

その場合
ばあい

、理由
りゆう

及
およ

び態
たい

様
よう

等
とう

について記録
きろく

します。また、身体
しんたい

拘束
こうそく

をなくしていくための取り組み
と り く み

も 

行
おこな

います。 

(１)緊急性
きんきゅうせい

 直
ただ

ちに身体
しんたい

拘束
こうそく

を 行
おこな

わなければ、利用者
りようしゃ

様
さま

本人
ほんにん

又
また

は他人
たにん

の生命
せいめい

・身体
しんたい

に 

危険
きけん

が及
およ

ぶことが 考
かんが

えられる場合
ばあい

に限
かぎ

ります。 

(２)非
ひ

代替性
だいたいせい

 身体
しんたい

拘束
こうそく

以外
いがい

に、利用者
りようしゃ

様
さま

本人
ほんにん

又
また

は他人
たにん

の生命
せいめい

・身体
しんたい

に危険
きけん

が及
およ

ぶこと 

を防止
ぼうし

することができない場合
ばあい

に限
かぎ

ります。 



                                                       

 

－６－ 

 

 

 

 

 

(３)一時性
いちじせい

  利用者
りようしゃ

様
さま

本人
ほんにん

又
また

は他人
たにん

の生命
せいめい

・身体
しんたい

に危険
きけん

が及
およ

ぶことがなくなった場合
ばあい

は 

直
ただ

ちに身体
しんたい

拘束
こうそく

を解
と

きます。 

 

12．苦情
くじょう

の受付
うけつけ

について 

（１）当
とう

事業所
じぎょうしょ

における苦情
くじょう

の受付
うけつけ

 

      当
とう

事業所
じぎょうしょ

における苦情
くじょう

やご相談
そうだん

は以下
い か

の専用
せんよう

窓口
まどぐち

で受
う

け付
つ

けます。 

      ○ 苦情
くじょう

受付
うけつけ

窓口
まどぐち

（主任
しゅにん

） 

            松江
まつえ

 亜沙
あ さ

美
み

 

      ○ 苦情
くじょう

解
かい

決
けつ

責任者
せきにんしゃ

(所 長
しょちょう

) 

            吉浦
よしうら

 里沙
り さ

 

       また、苦情
くじょう

受付
うけつけ

ボックス
ぼっくす

を玄関
げんかん

に設置
せっち

しています。 

（２）行 政
ぎょうせい

機関
きかん

その他
た

苦情
くじょう

受付
うけつけ

機関
きかん

 

       ＜ 行
ぎょう

政機
せいき

関
かん

＞ 

西 京
にしきょう

区
く

保健
ほけん

福祉
ふ く し

センター
せ ん た ー

  電話
でんわ

０７５－３８１－７６６６ 

右京区
うきょうく

保健
ほけん

福祉
ふ く し

センター
せ ん た ー

   電話
でんわ

０７５－８６１－１４５１ 

洛西
らくさい

支所
ししょ

保健
ほけん

福祉
ふ く し

センター
せ ん た ー

  電話
でんわ

０７５－３３２－９２７５ 

        ＜その他
た

の機
き

関
かん

＞ 

「京都府
きょうとふ

社 協
しゃきょう

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

運営
うんえい

適正
てきせい

化
か

委員会
いいんかい

」 

                                電話
でんわ

 ０７５－２５２－２１５２ 

          京都市
きょうとし

中
なか

京
ぎょう

区
く

竹屋
たけや

町
ちょう

通
とお

り烏丸
からすま

東
ひがし

入
い

る ハートピア
は ー と ぴ あ

京都
きょうと

５階
かい

 

                                             京都府
きょうとふ

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

協
きょう

議会
ぎかい

内
ない

 

（３）第三
だいさん

者
しゃ

委員
いいん

 

         ○運営
うんえい

法人
ほうじん

理事会
り じ か い

の指
し

名
めい

により、以下
い か

の２名
めい

を選任
せんにん

 

          

 田中
たなか

都
と

志子
し こ

          電話
でんわ

 381－7333  

           

民
たみ

谷
や

 渉
わたる

  弁
べん

護士
ご し

     電話
でんわ

 241－2244(つくし法律
ほうりつ

事務所
じ む し ょ

) 

 

 

13． 協 力
きょうりょく

医療機
いりょうき

関
かん

 

    〇医療
いりょう

法人
ほうじん

 清
せい

仁会
じんかい

 洛
らく

西
さい

ニュータウン
に ゅ ー た う ん

病 院
びょういん

 （院 長
いんちょう

 松室
まつむろ

 明義
あきよし

） 

    ＜所在地
しょざいち

＞ 京都市
きょうとし

西 京
にしきょう

区
く

大枝
おおえ

東 新 林 町
ひがししんばやしちょう

3-6（電話
でんわ

332-0123） 



                                                       

 

－７－ 

 

 

 

 

 

 

２０２4 年
ねん

  月
がつ

   日
び

 

 

 指定
してい

生活
せいかつ

介護
かいご

の提 供
ていきょう

内容
ないよう

に関
かん

して、本書面
ほんしょめん

に基
もと

づき 重
じゅう

要
よう

事項
じこう

の説明
せつめい

を 行
おこな

いました。 

 

 事業所
じぎょうしょ

名
めい

 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

 京都
きょうと

基
きり

督
すと

教
きょう

福祉
ふ く し

会
かい

 デイ
で い

センター
せ ん た ー

 ひまわり   

 

 説明者
せつめいしゃ

職
しょく

名
めい

・氏名
し め い

        

 

 

 

 私
わたし

は、本書面
ほんしょめん

に基
もと

づいて事
じ

業 者
ぎょうしゃ

から重 要
じゅうよう

事項
じこう

の説明
せつめい

を受
う

け、指定
してい

生活
せいかつ

介護
かいご

の提 供
ていきょう

内容
ないよう

 

に関
かん

して同意
どうい

しました。 

 

 利用者
りようしゃ

様
さま

     住 所
じゅうしょ

 

 

            氏
し

名
めい

                           

 

 

 

 利用者
りようしゃ

様
さま

のご家族
か ぞ く

 法定
ほうてい

代理
だいり

人
にん

等
とう

 

 

住 所
じゅうしょ

 

 

           氏
し

名
めい

                 

 

               続 柄
つづきがら

 

 

以上
いじょう

 

 

 

 

 

 



 別表 

 

１． 生活介護サービス費 

① 生活介護サービス費  

 区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 区分２ 

３時間未満 517単位 386単位 268単位 239単位 218単位 

３時間～４時間未満 646単位 483単位 335単位 300単位 273単位 

４時間～５時間未満 774単位 578単位 401単位 358単位 327単位 

５時間～６時間未満 904単位 676単位 469単位 419単位 381単位 

６時間～７時間未満 1258単位 941単位 652単位 583単位 532単位 

 

② 人員配置体制加算（Ⅰ型）  321単位／日 

③ 送迎体制加算Ⅰ         21単位／片道 

④ 送迎体制加算（重度）      28単位／片道 

⑤ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）  

福祉・介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に、加算率 4.4％を乗じたも

のになります。 

⑥ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 

   福祉・介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に、加算率 1.3％を乗じた

ものになります。 

⑦ 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 

福祉・介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に、加算率 1.1％を乗じ 

ものになります。 

※⑤～⑦については、2024年６月１日より福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱに変更されます。 

  福祉・介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に、加算率 8.0％を乗じたも

のになります。 

 

 

 


